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人間の最も高次の精神機能を担う左される前頭前野(前頭葉のー領域)が損傷を受けると、記憶や

論理操作などの要素的な認知機能はほぼ保たれる )iで、総合的判断力や対入社会性が障害を受ける

ととが脳神経科学において指摘されている。このような障J吉をもっ人々(以干「認知障害者」または

「患者J)が地域社会との再統合をはかるうえで数々の困難が生じており、医学的方法論では表せな

いその具体的内谷をコミュニケーション論的見地から理解することが求められる。また、コミュニケ

ーションと対入社会性に関して“異常"ないし“不適切"とみなされることの分析を通じて、 “正常

として何が前提視されているかを浮き彫りにしうる。これらを目的として、本論文では、前頭葉性

認知障害をもっl人の患者左認知佼法士である筆者ほかスタップとのI年半にわたる会話資料を基に、

発言や行動の原因をなす障害を神経心理学的知見に基づいて解釈するとともに、そのコミュニケーシ

ョンの実態を分析する。

認知障害者の談話に関する先行研究が、分析手法を恋，蛍的に限定することで、症状の断片的な描写

や、項目妥当性を欠く量的分析にとどまっていることを踏まえ、本論文はより包括的な質的研究とな

るために、 Schiffrin( 1994)が提唱する折衷的な談話分析の立場を取る。前頭葉性認知障害者のコミュニ

ケーションの特徴、すなわち、1)数分単位でも認知と談話能力が変動しうる、 2)認知機能の改善が

コミュニケーション上の改善としても現れる、 3)認知機能の改善前後で、会話相手が問題視する内容

が変化寸る、ことに鑑みて、レベルの異なる(医学的および談話分析的な〉分析手訟を複合的に採用

するととむに、改善の前後で分析の焦点を変える。

認知障害が君主症時の談話においては、言語テクストと対人行動の種々の面で、会話相手が不適切と

みなすことが頻出する。とれらを、コンテクストに現れる手がかりを基に、おもにテクスト言語学(ボ

ウグランド・ドレスラー 198111984)におけるテクスト性の概念とGoffinanによる相互行為概念で捉え、

会話分析や語用論で扱われるところの、会話と対人関係上の形式ないしルールも参照する。分析の結

果、会話の形式とノレール、結束性coherence、あるいは結束構造cohesionに関する不適切性は、会話相

手の補助を得るなどして許容される傾向がみられた。ただし、結束性が栂端に低下した場合は、コミ

ュニケーションが継続不司能になることがあった。また、患者自らの非を相手に転嫁する、相手の質

問を無視し続ける、といった行為によって容認性acceptabi1ityが極端に低下すると、会話相手との継続

的な関係性まで損なうことに繋がった。 Goffmanの相互行為概念でいえば、患者は共在秩序の遵守を

志向しながらも、その発言ーや行動は状況に適合せず、 「品行」や「関与義務j に関する種々の違反を

きIIしていた。そのような場面では、会話相手はおおむね表層的なコミュニケーションを取るにとどま

り、患者を排除あるいは庇護の対象とみなすか、患者の土体性を理解不可能なものと捉えていた。

以 kのような不適切と捉えられる発言と行動の共起の仕bなどを手掛かりに、その主因をなすと思

われる認知障害形式を[抑制障害J、 「注意焦点化・把持障害I、 「固着(セット転換の障害)J、

「照合障害j ないしこれらの組み合わせであると、神経学的知見を踏まえて仮定した。患者が認知リ

ハビリテーションに取り組むと、 6-8ヵ月内に抑制障害と注意障害を中心に医学的モデル上の改善が

生じた。それと同期して、それらの障害形式を原因と仮定した会話上の不適切性もみられなくなった

ことから、原因と症状の対応付け仮説がー部裏付けられた。認知障害の改善前に見られた百語テクス

ト上の不適切性はほぼ解消し、テクスト性の概念は充足された。相互行為概念としては、患者は「精

神的即応」が可能になり、早いトピック展開に対応しつつ会話の「状況を定義j して「呈示儀礼j を

行い、かっ自らの発言が合意する内容に配慮しつつ[印象管理Jを行えるようになった。すなわち、

共在秩序は充足され、直近の状況や眼前の内容に隠する限り、相互行為は適切となった。

以上のような改善が生じた 方で、 旬、まこと」を超える状況や自己に関する包括的認、識と、それ

に基づく行動に関しては障害が残存した。患者は例えば、将来の生活に関わる組織や公的手続きへの

関心が低く、長期的な展望を持てず、残存する障害を認識できなかった。これは、病前と今後の自己

像を照合できないことに起因すると考えられた。残存障害が対入社会においてもっこのような意味は、

医学的方法論によっては捉えられず、談話と相互行為の分析を通じて初めて明らかにし得たことであ

る。

さらにこの段階では、初期には適切性を基準に患者を同定的に解釈していた会話相手が、相互行為

の展開に実質的にかかわるようになる。そのダイナミズムを、 Labovand Fanshel (1977)のスピーチ・

アクションを軸とする分析手法で捉える。そのなかで中心的問題として浮上するのが、認知機能の不

安定さが残る患者の「主体性」を会話相手がどう捉えているかということである。この会話相手側の

認識の変動を、主体性に関する3つの理解モデ、ル、すなわち「素朴心理学的」、 「相互主体的」、 「言

語ゲーム的J、の転換として説明する。それを通じて、主体性が正常ないし十全であるとみなされる

ための条件を浮き彫りにするともに、認知障害者に接する会話相手が目標とすべき方向性も示す。

ある日の会話におけるこのモデルの適用は以下のようであった。患者の改善経過を知る療法上は、

患者の発言や行動に関して、通常の経験則に基づく判断を適用しうる機会が増したと考えており、多

くの機会では、患者を相互理解の基盤となる共通認識がある人とみなし、すなわち「相互主体性モデ

ル」に基づいて相互行為を行っていた。しかし、患者ーが「し、まここ」を超える将来も含めた自己像を

誤認している場面などでは、依然として庇護ないし教化の対象と捉え、 「素朴心理学的モデ、ノレj を適

用していた。これらのことから、認知障害者が健常者側からの伺質化や正常化への期待に添って九、

まこと」の関係性を充足させようとするならば、直近を超える状況や領域をも統括的に認識し、それ

を発言に反映させる必要のあることが示唆された。

健常者に l全な主体とみなされるための要件が示唆される一方で、その要件を常に充たさずとも、

相手の認識や価値観の変革を迫る相互行為を患者が主導しうることが、次のようなエピソードの形で

示された。患者は、 「軽減j や「表敬」などの対人的配慮や相互行為儀礼を適切に果たしたうえで、

職責上矛盾する療法士の態度や、認知障害者を受け入れにくい社会の批判として聞き手には取れる発

言をする。それは、それ以前の庇護者対被庇護者とし、う固定的役割関係を超えて、療法士の職業倫理

観を揺るがすものであった。そのように本来的な相互行為の契機が生じている状況においては、残存

障害の 部が、患者の思考の転換と相互行為においてむしろ積極的な効果を生んでいた。患者は!照合

障害とソマティック・マーカ一機能(取るべき行動を選択肢の中から最終決定する上で、外的条件と

経験的知識を照合して身体・情動的信号を賦括し、選択肢に罰や報酬の価値付けをすることで行為の

実行を動機付ける機能、 D細 部io1995)不全のために、荒恥心や劣等感などの後天的な社会的感情が

喚起されにくかった。ところが、そのような社会的感情に囚われないととが奏功して、会話中に自ら

の立場や価値観を柔軟に転換させることが頻繁にあった。この残存障害の影響により、面白を取り繕

うととなく直裁に訴える態度も、会話相手に積極的に評価された。このような患者の態度とは対照的

に療法士は、価値観を変革する契機を与えられながらも、健常者に喚起される否定的な社会的感情に

支配されて面白の維持に執心し、既存の関係性や共在秩序の枠組みに留まろうとした。

上司己の例に示されるように、本論文の第 の分析目的である認知障害者のコミュニケーションと相

互行為の実態についていえば、主体が不完全ないし部分的に異質とみなされていながらも、実質的か

っ変革的な相互行為は生じうる。このことと本論文の分析結果全体を踏まえて、認知障存者が異質性

を帯びた主体として地域社会と融合するために周凶の人々が出来ることを、 「言語ゲーム的」な主体

性の理解モデ、ノレの可能性として提示する。すなわち、認知障害者に関して、白らと同質の主体性が備

わっているととを前提にした一方的な心理的解釈を施すのではなく、認、知障害が発言と行動に及ぼし

ている複雑な影響も含め、その人独自の発現として、埋解ないし類推を試みることである。例えば、

通常にはない発言や行為に遭遇しても、それを正常なわれわれの言語に回収することなく、また単な

る「無意味Jとして片付けることもなく、認知障害に関する知識の助けによって新たな理解、相互行

為を志向すること。少なくとも、健常者側の基準を無自覚に適用して不適切視してしまいがちな内容

を自覚しておくことや、その不適切牲がどのような障害形式に由来するかを知っておくことで、愚者

側人への幸子めを留保できるかもしれない。本論文の前半で示した談話の不適切性と認知障害形式との

対応関係や、後半で示した認知機能の改善に伴う相互行為能力の変化は、予備知識として役立ちうる。

“異常性"から“lF常さ"に関して前提視されていることを捉えるという本論文の第二の研究目的

についても、いくつかが明らかになった。虚実を混同することや、 「し、まここ」に限定されない包括

的な自己認識を持てないことは、主体性の認定と相互行為を限定的なものにとどめるおそれがある。

繰り返すと、相互行為において十全な主体とみなされるには、そ
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